
多摩市公共建築物等における多摩産材等利用推進方針 

 

令和３年３月１日 

１．目的  

この方針は、多摩市内の公共建築物等の整備における積極的な多摩産材をはじめとする国産木材（以

下「多摩産材等」という。）の利用を促進するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する

法律（平成２２年法律第３６号。以下「法」という。）」第９条第１項の規定に基づき、「公共建築物にお

ける木材の利用の促進に関する基本方針（平成２２年１０月４日付２２林政利第６３号農林水産大臣通

知、国営管第２８０号国土交通大臣通知）」に即して、法第９条第２項に掲げる必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２．木材利用の意義  

森林を適切に整備し、環境の保全や水源のかん養などの機能を発揮していくためには、地域の木材を

有効活用していくなど、木の循環利用のための取組が必要である。市は、多摩産材を利用することが、

森林の適切な手入れだけではなく、健康や環境の面からも有効であることを市民にＰＲするとともに、

公共部門において多摩産材を率先利用し民間利用を促進するなど、多摩産材の利用を推進する。加えて、

国産木材の利用拡大が、日本各地における森林の適切な整備と災害の防止、林業の振興に寄与すること

を踏まえ、木材の消費地として市での国産木材の利用を推進する。 

（１）木材の利用を通じた森林の伐採、植林及び保育による木材の持続的生産の促進と森林の持つ公益

的機能の維持及び増進に寄与する。 

（２）持続可能な森林から産出された木材を原材料として使用する環境物品等の調達を推進する。 

（３）調湿効果や吸音効果、また人の心を和ます効果等、木材の特性を生かした快適な公共空間を創出

する。 

（４）炭素固定機能を有し、加工に必要なエネルギーが他の原料に比べて少ないことから、地球温暖化

防止など環境負荷の軽減に寄与する。 

 

３．用語  

本方針に使用する用語の定義は次のとおりとする。 

（１）公共建築物 

市が管理を行う建築物（外構を含む。）をいう。（市の委託により管理される建築物を含む。） 

（２）建築 

新築、増築、改築又は改修をいう。 

（３）木造化 

建築物の主要構造部（柱、屋根、壁、床、梁等）の全部又は一部に木材を使用することをいう。 

（４）木質化 

建築物の内装及び外装の全部又は一部に木材を使用することをいう。 

 

 



（５）公共工作物 

市が事業主体となり施工する道路、河川、公園、上下水道等に係る工事により整備される工作物

をいう。 

（６）多摩産材 

多摩産材認証協議会が定める制度により認証された木材をいう。 

 

４．基本的な事項  

公共建築物等の整備を実施するに当たっては、積極的に木材を利用した方法を採用し、多摩産材の

使用に努めるものとする。あわせて、国産木材の利用拡大の観点から、大規模に木材を使用する場合

や、多摩産材の供給の不足が見込まれる場合等、国産木材についても積極的な使用に努めるものとす

る。 

（１）公共建築物 

公共建築物の建築等に当たっては、施設の特性を踏まえて積極的に多摩産材等を使用し建築物の

木造化、木質化をはかる。ただし、次に掲げる場合は、これを適用しない。 

ア 建築基準法、消防法等の法令、施設設置基準等により適当でないと認められる場合 

イ 施設の利用目的、安全性、維持管理等を考慮して困難と認められる場合 

ウ その他、木造化及び木質化が困難と認められる場合 

（２）公共工作物 

公共工作物の整備に当たっては、多摩産材等を活用した木製品を積極的に使用する。ただし、次

に掲げる場合は、これを適用しない。 

ア 工作物の利用目的、安全性、維持管理等を考慮して困難と認められる場合 

イ その他、木製品の使用が困難と認められる場合 

（３）備品及び消耗品等  

公共建築物の什器等の備品及び文具類等の消耗品は、多摩産材等を利用したものを積極的に使用

する。 

（４）その他 

公共建築物等において利用する木材の調達に当たっては、「多摩市グリーン購入ガイドライン」に

よるものとする。 

 

５．多摩産材の普及、ＰＲ  

市は、市民に対する多摩産材の普及、ＰＲに努める。 

 

 

附則 

この方針は、令和３年３月１日から施行する。 


